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国民年金
コーナー

　

国
民
年
金
で
は
、
65
歳
か
ら
老

齢
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

が
、
そ
の
ほ
か
、
不
慮
の
事
故
の

た
め
の
障
害
基
礎
年
金
と
遺
族
基

礎
年
金
が
支
給
さ
れ
て
、
国
民
の

暮
ら
し
を
守
っ
て
く
れ
ま
す
。

◆
障
害
基
礎
年
金

　

障
害
基
礎
年
金
は
、
障
が
い
の

原
因
と
な
っ
た
病
気
や
け
が
の

初
診
日
が
、
国
民
年
金
に
加
入

中
あ
る
い
は
60
歳
以
上
65
歳
未
満

の
間
に
あ
る
方
が
、
一
定
の
障

が
い
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
年
金
額
は
、
障

が
い
の
程
度
が
一
級
の
と
き
が

98
万
３
，１
０
０
円（
平
成
25
年

４
月
現
在
・
以
下
同
じ
）、
そ
れ

よ
り
軽
い
程
度
の
二
級
の
と
き

が
78
万
６
，５
０
０
円
で
す
。
ま

た
、
障
害
基
礎
年
金
に
は
子（
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
18
歳
到
達

年
度
の
末
日
ま
で
の
子
ま
た
は
20

歳
未
満
で
一
級
・
二
級
の
障
が

い
状
態
に
あ
る
子
・
以
下
同
じ
）

の
加
算
額
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
額

は
１
人
に
つ
き（
２
人
目
ま
で
）

22
万
６
，３
０
０
円
で
す
。（
た
だ

し
、
３
人
目
か
ら
は
１
人
に
つ
き

７
万
５
，４
０
０
円
と
な
り
ま
す
）

◆
遺
族
基
礎
年
金

　

遺
族
基
礎
年
金
は
、
国
民
年
金

に
加
入
中
あ
る
い
は
60
歳
以
上
65

歳
未
満
の
間
に
亡
く
な
っ
た
と
き

に
、
亡
く
な
っ
た
方
に
生
計
を
維

持
さ
れ
て
い
た「
子
の
あ
る
妻
」ま

た
は「
子
」に
支
給
さ
れ
ま
す
。
年

金
額
は
、
子
が
一
人
の
妻
に
支

給
さ
れ
る
と
き
が
１
０
１
万
２
，

８
０
０
円
、
一
人
の
子
だ
け
に

支
給
さ
れ
る
と
き
が
78
万
６
，

５
０
０
円
で
す
。
ま
た
、
子
が
２

人
以
上
の
と
き
に
は
、
い
ず
れ
に

つ
い
て
も
障
害
基
礎
年
金
と
同
様

の
加
算
が
行
わ
れ
ま
す
。

国民年金には障害
基礎年金と遺族基
礎年金があります

◆
年
金
受
給
の
た
め
の
条
件

　

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年

金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
初
診
日

等（
障
害
基
礎
年
金
で
は
初
診
日
、

遺
族
基
礎
年
金
で
は
死
亡
日
・
以

下
同
じ
）の
あ
る
月
の
前
々
月
ま

で
の「
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
期
間
」の
う
ち
、

３
分
の
２
以
上
の
期
間
が
、
①
保

険
料
を
納
め
た
期
間
ま
た
は
②
保

険
料
を
免
除
さ
れ
た
期
間
で
あ
る

と
い
う「
保
険
料
の
納
付
要
件（
３

分
の
２
要
件
）」を
満
た
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。

※「
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば

　

な
ら
な
い
期
間
」は
、
原
則
と
し

　

て
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の

　

期
間
で
す
が
、
海
外
に
在
住
し
て

　

い
る
期
間
や
、
厚
生
年
金
な
ど
か

　

ら
老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
期
間

　

は
除
か
れ
ま
す
。

※
厚
生
年
金
の
加
入
期
間
や
、
第
三

号
被
保
険
者
の
期
間
は
、「
保
険

料
を
納
め
た
期
間
」と
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、「
三
分
の
二
要
件
」を
満
た

せ
な
く
と
も
、
平
成
28
年
３
月
ま

で
に
65
歳
未
満
で
初
診
日
等
が
あ

る
場
合
、
初
診
日
等
の
あ
る
月
の

前
々
月
ま
で
の
一
年
間
の
全
て
の

期
間
が
保
険
料
を
納
め
た
期
間

ま
た
は
保
険
料
を
免
除
さ
れ
た

期
間
で
あ
れ
ば
良
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
遺
族
基
礎
年
金
は
、
老
齢

基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方
ま

た
は
老
齢
基
礎
年
金
の
資
格
期

間
を
満
た
し
た
方
が
亡
く
な
っ

た
と
き
に
も
支
給
さ
れ
ま
す

が
、
こ
の
と
き
は
前
記
の
保
険

料
納
付
要
件
を
満
た
す
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

ご
自
分
が
、
保
険
料
納
付
要
件
を

満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
ご
心
配

な
方
や
国
民
年
金
の
詳
細
を
知
り

た
い
方
は
、
お
住
ま
い
の
市
町
村

役
場
の
国
民
年
金
の
窓
口
ま
た
は

お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
厚
生
年
金
の
加
入
者

　

障
害
基
礎
年
金
と
遺
族
基
礎

年
金
は
、
厚
生
年
金
の
加
入
者

に
も
支
給
さ
れ
ま
す
。
詳
細
は

お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
郡
山
年
金
事
務
所
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